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1.注意事項

1.提出期限
【中間報告】事業期間内のＰＣＫＫが指示する期日
【実績報告】間接補助事業完了の日から起算して３０日以内または令和７年１月２４日（金）のいずれか早い日

2.提出方法
メールによる添付ファイルでの提出 または データ転送サービスによる送付
【宛先】pallet_r06@pl.pacific-hojo.jp

3.その他注意事項
•提出する証拠書類の発行日時は、交付決定以降のものとする必要があります。（契約および発注等は、必ず交付決定後に行うこと）※採用した見積書
については、この限りではありません。

•提出期限は厳守いただきますようお願いします。
•報告書類の作成、提出等に係る費用は間接補助事業者の負担となります。
•中間報告の申請内容および提出書類は、その内容を確認することを目的とし、補助対象設備・機器、工事等について、現地調査を実施する場合があり
ます。

•報告の申請内容および提出書類に悪質な虚偽の内容が含まれていた場合は、交付決定の取り消しを行う場合があります。
•本補助金は、税金により賄われているものであり、経理処理には透明性、客観性、適切性が要求されます。適正なフロー (見積依頼 (2 社以上)見積合わ
せ契約発注 → 納品・完了報告 → 支払請求経費支払いの流れ ) で事業を行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整備してください。

•証拠書類が不足している、あるいは内容が不明瞭で経費の確認ができない場合は、補助金額の確定を行うことができませんので注意してください。
•上記のすべての書類については、原則間接補助事業者自身の名義で作成したものを提出してください。

3

提出にあたっての注意事項



2.交付決定後～間接補助事業実施スケジュール

6/18（火） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1/24（金） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3月下旬 ・ ・ ・ ・
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3. 中間報告スケジュール（提出書類一覧）
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提出書類
○ ：必須
△ ：該当時必須
★ ：事務局要請時

備考
本ガイドライン内参照ページ

（４．中間報告提出書類注意点）

間接補助事業経費の使用状況報告書
（様式第５）

○ P.9   ④間接補助事業経費の使用状況報告書（様式第５）

共同管理主体である証憑（写） ○ P.6 ①発注・契約

納品書（写）または請求書（写） △ • 交付申請書（様式第１）に記載の事業完
了予定日までに納品、検収、振込（着
金）をすべて完了していること。

• 納品・工事完了後に写真撮影を行うこと
（P.17～18を参照）

P.7 ②納品

保証書（写） △

振込明細書（写） △ P.8 ③振込（支払い）

発注書（写） ★ • 交付決定日後の日付であること

工事請負書、設計仕様書等（写） ★

検収書（写） ★

提出期限：事業期間内のＰＣＫＫが指示する期日



4.中間報告提出書類注意点
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①発注・契約

共同管理主体である証憑（写）

共同管理主体である証憑（写）は、複数以上のレンタルパレット事業者が
補助対象要件パレットを共同運用、共同管理することを証する書類の写
しを提出してください。

 【注意点】

・契約書式の方式は問いませんが、ホストとなる事業者のシステムに各
事業者が加盟する方式の場合は、全社分の証憑を提出してください。

・共同管理主体への参加、加盟、連盟にあたって規約、約款、規程（秘
密保持契約書など）などがあればその写しも提出してください。

共同管理主体である証憑（例）



4.中間報告提出書類注意点
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②納品
納品書（写）または請求書（写）
・納品書（写）または請求書（写）は、間接補助事業
に要した経費すべての書類の写しを提出してくだ
さい。

・可能な限り品目ごとの単価、数量、金額がわかる
ものを提出してください。

・間接補助事業に係らない品目とは分けて発行す
るよう、調達先に依頼してください。難しい場合は、
記載の金額のうち間接補助事業に要した経費が
いくらであるか補記してください。

・納品書の発行日および納品日がわかるものを提
出してください。

・検収を必ず実施し検収日、検収担当者、
検収したことを示す一文を納品書の余白に記載し
てください。検収書類の写しを提出してください。。

保証書
・保証書（写）は、すべての設備、機器類についての写
しを提出してください。

・各設備や機器類のシリアル番号等の個体識別番号
が付与されている場合は、その番号がわかるものを
提出してください。

・システム開発の場合は、仕様書や設計書等で保証に
関する記載があれば、そちらを提出してください。

納品書（例）

保証書（例）

設計書（例）



4.中間報告提出書類注意点
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③振込（支払い）
・振込明細書（写）
金融機関等の第三者機関が発行した書類または表示された画面の写しを提出してください。

【書類例】
・振込金受取書（写） ※金融機関窓口で振込した場合
・ご利用明細表（写） ※:現金自動預払機（ATM）で振込した場合
・振込の取引履歴画面（キャプチャ画像） ※ネットバンキングで振込した場合

等

振込受付書の写しや振込実行前の画像は不可となります。振込結果の証憑と判断できない
場合、調達先や工事委託先に入金されたことがわかる書類等の提出を求めることがあります。
本補助事業に関わらない入金を同時に行った場合は、本補助事業に関わる金額とそれ以外の内
訳を補記してください。その際、本事業に関わらない記載については、黒塗り加工等を行っても構
いません。
中間報告時に支払いが完了しておらず、振込明細書（写）が提出できない場は、必ずＰＣＫＫに連絡
してください。

・請求書（写）
請求書（写）についてはP.8を参照ください。

振込明細書（一例）



4.中間報告提出書類注意点
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④間接補助事業経費の使用状況報告書（様式第５）

様式第５の作成

中間報告書類の提出時に作成し、その他書類とともに提出してください。

【作成時の注意】

Ⓐ文書番号、文書作成日、氏名

文書番号の使用は任意となりますが、文書作成日と氏名は忘れずに記載してください。

Ⓑ間接補助事業の遂行状況

補助対象機器等について決定後の発注、事業開始前効果測定、納品、支払いまでの状況を記載してく
ださい。

また、工事を要する機器や設備やシステム開発の場合は、その着工・着手から完工・完成までを含めて
時系列にまとめて簡潔に記載してください。

Ⓒ間接補助対象経費の区分別収支概要

導入した機器や設備や開発システムによる収入の有無、機器や設備の導入に要する費用等について、
申請時から変更があるか記載してください。なお、収入の有無に変更がある場合は、詳細についても記
載してください。

Ⓑ

様式第５記入例

Ⓒ

Ⓐ



5. 実績報告スケジュール（提出書類一覧）

10

12/10 1/9 1/10 1/24

提出期限の例 例1） 令和6年12月10日に事業が完了したと仮定した場合、提出期限は令和7年1月9日となります。

例2） 令和7年1月10日に事業が完了したと仮定した場合、提出期限は令和7年1月24日となります。

事業完了日

実績報告提出の最終期限日

実績報告期限日30日

事業完了日 実績報告期限日13日

提出書類
〇：必須
△：該当時必須

備考
本ガイドライン内参照ページ
（6.実績報告提出書類注意点）

・導入効果検証報告 〇
導入前後各14営業日以上
実施

P.15 ②事業開始前および事業開始後の効果測定

・実績報告書（様式第６） 〇 P.11  ①実績報告提出書類

・別紙 経費内訳（実績報告用） 〇 P.13  ①実績報告提出書類

・消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書
（様式第９）

△
P.14  ①実績報告提出書類

・取得財産等管理明細表（様式第１１） △ 取得財産等管理台帳（様式
第10）も同様に作成

・施工写真 設備・機器類の設置後の写真 △
P.16  7.写真の撮影・提出方法

※提出期限は間接補助事業完了の日から起算して３０日以内または令和７年１月２４日（金）のいずれか早い日となります。



6.実績報告提出書類注意点
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①実績報告提出書類

実績報告書（様式第６）

必要箇所に漏れなく記載して提出してください。

【作成時の注意】

Ⓐ文書番号、文書作成日、氏名

文書番号の使用は任意となりますが、文書作成日と氏名は忘れずに記載してください。

Ⓑ間接補助事業の内容

間接補助事業で行った内容を簡潔に記載してください。箇条書きでもかまいません。

Ⓒ重点的に実施した事項

実施した間接補助事業の中でも特に注力した内容について記載してください。

Ⓓ間接補助事業の効果

間接補助事業を実施したことで得られた効果について分析し、具体的な数値も交えて記載してください。

実施計画書「間接補助事業による効果」に記載していた項目の定量効果・定性効果については、必ず記
載するようにしてください。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

様式第６（例）1枚目
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①実績報告提出書類

実績報告書（様式第６）つづき

【作成時の注意】

Ⓔ収入

補助対象となる機器や設備によって収入が発生した場合は、自己資金補助金充当額にその内訳を記載し、合
計額についても記載してください。収入が発生していない場合は「0」と記載してください。

Ⓕ支出

補助対象となる機器や設備の導入にかかった費用を記載してください。「計画額」および「交付決定額」について
は、計画変更をしている場合は計画変更承認通知の額をそれぞれ記載してください。また、右図の補助金充当
額のうち設備費、工事費、業務費、事務費にあたる欄（赤色の枠線部分）については入力しないでください。

Ⓖ経費の内訳

経費内訳（実績報告用）にてご報告いただくため、「別途、経費内訳（実績報告用）を参照」と記載してください。

※1枚目の入力内容によって改ページとなってしまっても問題ありません。

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ

様式第６（例）2枚目

6.実績報告提出書類注意点
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①実績報告提出書類

経費内訳（実績報告用）

申請時または計画変更時に提出いただいた経費内訳（様式第1別紙1）とは別に、別紙の経費内訳（実績報告
用）を参照し、実績額による内訳を記載してください。

【作成時の注意】

Ⓐ補助対象経費の要件と内訳

要件の名称については、申請時と同じように記載してください。

Ⓑ各経費および補助金の額の記載欄

納品書や請求書等の細目費用をもとに、実際にかかった経費の各要件および各費用ごとの内訳金額を記載
してください。最下段の合計額、補助金の額も忘れずに記載してください。また、該当のない費目については、
「0」と記載してください。

Ⓐ

Ⓑ

経費内訳（例）

6.実績報告提出書類注意点



6.実績報告提出書類注意点
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①実績報告提出書類

消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書（様式第９）

申請時の見積書や各種申請書類（様式第１別紙３実施体制図は除く）の申請額に消費税および地方消
費税が含まれていた場合は、提出が必要となります。詳しい記載方法については、事務局までお問い合
わせください。

取得財産等管理明細表（様式第１１）

部材単位で単価50万円以上（税抜）の機器・設備を導入した場合は、その品目を記載して提出してくださ
い。

取得財産等管理台帳（様式第１０）も同様に作成し、保管してください。こちらは提出不要です。

【作成時の注意】

Ⓐ年度

忘れずに年度を記載してください。

Ⓑ対象設備または機器の詳細

記載の対象となる機器や設備の区分、財産名などを記載してください。ソフトウェアやアプリケーションも
単価50万円以上（税抜）の場合は記載の対象となります。ただし、工事費用については記載不要です。

様式第１１（例）

Ⓐ

Ⓑ



6.実績報告提出書類注意点
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②事業開始前および事業開始後の効果測定

導入効果検証報告

効果測定を行った結果をもとに、測定した数値、分析、結果報告、今後の展開などを記載し
て作成してください。なお、令和7年1月24日（金）16時までにご提出ください。

【作成時の注意】

指定のフォーマットはありません。事務局と打ち合わせた上で、任意のフォーマットで作成し
てください。

次の情報は必ず記載してください。

①基本的な情報

本事業に参画した事業者名、拠点名および拠点所在地などを記載してください。

②各拠点で測定した数値

各拠点で効果を測定するために計測した項目、項目の設定理由、およびその数値を記載し
てください。

③分析および総括

測定した各項目によりどのような効果を得ることができたのか、またなぜそのような結果に
なったのか、副次的効果も含めて分析し、総括を記載してください。

④今後の展望

取組を実施した上で、反省点や今後の展開などを記載してください。

導入効果検証報告（例）



7.写真の撮影・提出方法
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①システム開発、システム改修 および 導入機器・設備の撮影方法

システム開発、システム改修の撮影

システム開発およびシステム改修については、稼働させている端末の画面を撮影してください。
スクリーンショットでも構いません。

【撮影例】

・トップ画面、メニュー選択画面

・各機能の設定画面、稼働画面、確認画面

・スマートフォンやタブレットのトップ画面、メニュー選択画面

・スマートフォンやタブレットの各機能の設定画面、稼働画面、確認画面

・機能の改修などを実施した場合は、改修前の画面と改修後の画面

等

導入機器・設備の撮影

導入した機器や設備については、任意による代表単体1台および全数を品目ごとに撮影してください。
数量が多い場合や複数拠点で導入している場合は、1枚の写真に全数を収める必要はありません。各拠
点や数量を鑑みて適当な枚数で全数を撮影してください。



7.写真の撮影・提出方法

17

②その他運用に係る費用 および 効果検証費用の撮影方法 および 写真データの提出方法

その他運用に係る費用の撮影

運用の変更や体制の変更等については作業風景を撮影してください。

【撮影例】

・パレットの共同回収、共同配送している様子

・合同化されたデポでの作業風景

等

効果検証費用の撮影

効果検証費用については、その費用性質から撮影は不要です。

写真データの提出方法

指定の台帳やフォーマットはありません。写真データのままJPEGまたはPDFで提出するか、任意の台帳やフォーマットに
貼り付けてWORD、EXCEL、PDFのいずれかで整理し、ファイルアップロードシステムでご提出ください。

【注意点】

・複数の要件がある場合は、フォルダやファイル（EXCELの場合はシートでも可）を分けてください。

・写真の内容がわかるようファイル名やタイトルなどを付与してください。



8.問い合わせ先
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本事業に関するお問い合わせ先は下記の通りです。

※お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間を要する場合がございます。

※上記以外へのお問い合わせには、回答できない場合がございます。

※中間報告、実績報告の書類提出はメールにて受け付けます。

ファイル容量が10MBを超える場合は、分割による送付あるいはファイル送付サービスをご利用ください。

パレット標準化促進事業事務局

TEL：050-5482-3523（平日10時～16時 土日祝日および年末年始を除く）

MAIL：pallet_r06@pl.pacific-hojo.jp（24時間受付）
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